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議事日程 
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第５ 議案第 21 号 令和５年度川棚町観光施設事業特別会計予算 

第６ 議案第 22 号 令和５年度川棚町下水道事業会計予算 

第７ 議案第 23 号 令和５年度川棚町水道事業会計予算 

 

  



- 4 - 

（１０：００） 

議 長 ご起立願います。おはようございます。着席ください。  

ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、これか

ら本日の会議を開きます。 

（１０：００） 

 

日程第１～７ 議案第１７号～議案第２３号 

 

議 長 日程第１、議案第１７号「令和５年度川棚町一般会計予算」

から、日程第７、議案第２３号「令和５年度川棚町水道事業会計予算」まで

を、川棚町議会会議規則第３７条の規定により、一括議題といたします。  

なお、この新年度予算につきましては、本日は説明を受けるにとどめ、本

会議４日目に質疑を行うことといたしております。また、町長からの新年度

予算説明については、令和５年度施策等に関する町長説明書の配付を受けて

おりますので、これから議案第１７号「令和５年度川棚町一般会計予算」か

ら順次、追加説明を求めます。なお、説明項目のうち、歳入歳出予算事項別

明細書等における説明については、着席しての説明を許可といたしますので

よろしくお願いをいたします。それではまず、企画財政課長。 

企画財政課長 はい。では、私のほうから議案第１７号「令和５年度川棚町

一般会計予算」についてご説明いたします。議案第１７号「令和５年度川棚

町一般会計予算」についてご説明いたします。予算書１ページをお開き願い

ます。 

まず、令和５年度川棚町一般会計予算の条文でございます。まず第１条、

これは歳入歳出予算の規定でありまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６

６億９，６００万円と定めるものであります。  

同条第２項におきましては、歳入歳出予算の款項の区分及び区分ごとの金

額は、「第１表 歳入歳出予算」によるとしている規定であります。  

第２条の規定につきましては、債務負担行為に関する事項、期間、限度額

等については、「第２表  債務負担行為」によるとしているものでありま

す。 

第３条の規定は、地方債に関し、その起債の目的、限度額、起債の方法、
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利率及び償還の方法については、「第３表  地方債」によるとしているもの

であります。  

第４条の規定は、一時借入金に関するもので、一時借入金の最高額を５億

円と定めているものであります。この最高額につきましては例年と同様であ

ります。 

第５条の規定は、歳出予算の流用について定めているものであります。２

ページ、３ページをお願いいたします。 

先ほど申し上げました条文第１条第２項において規定しております「第１

表  歳入歳出予算」であります。この表につきましては、まず歳入につい

て、１款町税から２１款町債まで、款及び項ごとの金額について掲げておる

ものであります。読み上げは省略させていただきます。４、５ページをお願

いします。 

こちらは歳出についての表でございます。１款議会費から１４款予備費ま

で目的別に款及び項ごとに金額を掲げているものでございます。これも読み

上げは省略させていただきます。６ページをお願いいたします。 

こちらは、条文の第２条において規定しております「第２表  債務負担行

為」であり、４つの事項について掲げております。 

まず、１つ目が総合行政システム機器更新事業であります。現行の総合行

政システムは令和５年度をもって保守契約が満了し、機器の更新を図る必要

があり、１０年度までの５か年リース契約を締結するため、債務負担行為と

して限度額を計上するものであります。 

次に、第３期川棚町子ども・子育て支援事業計画策定業務であります。令

和７年度から１１年度までの第３期川棚町子ども・子育て支援事業計画策定

に当たり、ニーズ調査や計画策定業務を令和５年度から令和６年度の複数年

度にわたり業務委託をするため、債務負担行為を設定するものであります。 

次に、農地地図管理システム更新事業であります。現行の農地地図管理シ

ステムは令和５年度に保守契約が満了し、機器の更新を図る必要があり、１

０年度までの５か年リース契約を締結するため、債務負担行為として限度額

を計上するものであります。 

最後が、川棚町中小企業振興資金を川棚町が指定する金融機関から町内中

小企業者が借り受けるに当たり、長崎県信用保証協会の債務保証について、
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町が損失補償をすることという事項であります。こちらにつきましては、期

間及び限度額につきましては例年どおりでございます。読み上げは省略とさ

せていただきます。続きまして、７ページをお願いします。 

第３条において規定しております「第３表  地方債」であります。表に掲

げる１８の事業について、それぞれ起債を起こすものについて限度額の金額

を掲げているものでございます。１８の事業で合計４億２，９３０万円の限

度額として、歳入の２１款町債と対応するものであります。こちらにつきま

しては、個々の事業名、金額、起債の方法、利率、償還の方法で、こちらは

記載のとおりでありますので、読み上げは省略とさせていただきます。以上

で、第１表から第３表までの説明を終わります。９ページをお願いします。

すみません、こちらから着座で説明させていただきます。 

歳入歳出予算事項別明細書であります。まず、９ページでは総括として歳

入につきまして、款ごとに前年度の比較を示しているものでございます。一

番下をご覧いただきますと、令和５年度は６６億９，６００万円としてお

り、令和４年度と比較し３，１００万円少ない予算の総額となっておりま

す。１０、１１ページをお願いいたします。 

歳出の総括表であります。こちら款ごとに前年度の比較、そして財源内訳

にして、内訳についてお示しした表でございます。 

それでは歳入の説明に移りますので、予算書１２、１３ページ、そして令

和５年度川棚町一般会計予算説明資料、初日に配付しました説明資料の１

ページをお開きください。 

それでは、１款町税であります。総額で１２億７，４３４万９，０００

円、前年度比２，７５１万３，０００円の増であります。 

１項町民税につきましては、予算額が５億７，１４１万円で、前年度比９

３０万円の増となっております。 

１目個人につきましては、前年度比８２０万円増の５億１，９６１万円を

計上しております。こちらにつきましては、本年度の決算見込みから増額を

見込み計上しているものであります。 

次の２目法人につきましては、本年度の決算見込みを基に増額を見込み、

１１０万円増の５，１８０万円を計上しております。算出の方法は予算書の

説明欄のとおりであります。予算書１４、１５ページをお願いいたします。 
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２項固定資産税につきましては、予算額５億５，４２８万９，０００円

で、前年度比１，２９１万３，０００円の増であります。 

１目固定資産税につきましては、１，３００万円増の５億５，３００万円

であり、新築住宅に係る軽減措置の終了に伴い、増額を見込んでおります。

予算書の１６、１７ページをお願いいたします。 

２目国有資産等所在市町村交付金につきましては、８万７，０００円減の

１２８万９，０００円で、対象となる団体については、予算書１７ページの

説明欄に記載の財務省、長崎県、佐世保市であります。説明資料は２ページ

をお願いいたします。 

次に３項軽自動車税につきましては、予算額５，３３５万円で前年度比１

００万円増であります。 

１目軽自動車税種別割につきましては、１００万円増の５，１８０万円を

計上しており、予算書１７ページの説明欄記載のとおり、令和４年１２月末

の登録台数を基に算出しております。 

次の２目軽自動車税環境性能割につきましては、これまでの交付実績によ

り同額を見込み計上しております。 

３目軽自動車税につきましては、軽自動車税の廃止により、滞納繰越分の

み前年同額を見込み計上しております。予算書１８、１９ページをお願いし

ます。 

４項町たばこ税につきましては、予算額８，７３０万円で前年度比４３０

万円の増となっております。説明資料２ページの表に掲げておりますよう

に、売り上げ本数の増により増額を見込んでおります。 

次の５項入湯税につきましては、前年度同額の８００万円を見込み計上し

ております。予算書の説明欄に算出根拠をお示ししております。説明資料２

ページの一番下に滞納繰越分を記載しています。町税の滞納繰越分、各項総

額で７４１万円を計上しております。予算書２０、２１ページ、そして説明

資料３ページをお願いいたします。 

２款地方譲与税から、３８ページ、３９ページの１１款交通安全対策特別

交付金までにつきましては、説明資料の３ページから５ページに記載のとお

り、これまでの交付実績等から前年度と同額又は増減額を見込み予算計上し

ております。予算書４０ページ、４１ページ、説明資料５ページをお願いし
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ます。 

なお、１２款以降につきましては、予算書の説明欄において特定財源をお

示ししております。例えば、予算書４１ページ、説明欄の一番上の小串保育

園保育料現年分４１５万２，０００円につきましては、その下段に書いてあ

ります充当先で、３款２項２目の保育所等給付費に充当されていると見てい

ただければと思います。 

では、１２款分担金及び負担金であります。予算額２，６６５万８，００

０円で前年度比２８３万３，０００円の減であります。分担金及び負担金の

主なものを説明資料５ページの表としてお示ししております。 

保育園保育料及び養護老人ホーム入所徴収金は、間近の入所状況を基に算

出しております。 

また、急傾斜地崩壊対策事業負担金は、新谷地区急傾斜地崩壊対策事業の

分担金であります。予算書は４４、４５ページをお開きください。 

１３款使用料及び手数料であります。予算額９，６２５万２，０００円

で、前年度比４２２万円の減であります。使用料及び手数料の主なものにつ

きましても、説明資料５ページに表としてお示ししております。 

なお、減額の主な要因につきましては、町営住宅の使用料の収入見込みが

減少したことによるものであります。予算書５２、５３ページ、そして説明

資料は６ページをお願いします。 

１４款国庫支出金であります。予算額１０億３２２万２，０００円で、前

年度比３，０２４万７，０００円の増であります。この国庫支出金の主なも

の、金額の多いものを説明資料の６ページに表としてお示ししております。

予算書６２、６３ページをお願いいたします。 

１５款県支出金であります。予算額６億３，３６８万４，０００円、前年

度比５，２８８万１，０００円の増であります。この県支出金の主なものに

つきましても、説明資料の６ページの表として掲げておりますので、ご確認

いただければと思います。予算書８０ページ、８１ページ、そして説明資料

７ページをお願いいたします。 

１６款財産収入であります。予算額８２７万５，０００円で前年度比３万

６，０００円の増であります。 

土地貸付収入及び基金利子につきましては、収入が見込まれる額を計上し
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ており、予算書８２、８３ページの不動産売払収入、物品売払収入につきま

しては、名目額を計上しております。予算書８４、８５ページをお願いいた

します。 

１７款寄附金であります。予算額１億３，０００万３，０００円で、前年

度比５，０００万円の増であります。 

一般寄附金、民生費寄附金、教育費寄附金については、名目額を計上して

おります。 

次のふるさと応援寄附金につきましては、前年度の実績に基づき５，００

０万円増と見込み計上しております。予算書８６、８７ページをお願いいた

します。 

１８款繰入金であります。予算額３億７，７２５万７，０００円で、前年

度比１億８，５１９万６，０００円の減であります。 

基金繰入金に関しましては、財源不足を補う繰入金として下水道事業基

金、減債基金、財政調整基金から繰入れをすることとしております。金額に

つきましては、下水道基金繰入金９，６００万円で前年度比２，６００万円

の増額、減債基金繰入金１億３，０００万円、財政調整基金繰入金１億３，

０００万円は、どちらも前年度と同額であります。 

中山間ふるさと農村活性化基金につきましては、１００万円で前年度と同

額であります。 

公共施設整備基金繰入金につきましては、旧別館改修費に充てるため、

１，８００万円を計上しております。 

森林環境譲与税基金繰入金は、森林環境譲与税事業に充てるため、２２５

万１，０００円を計上しております。予算書８８、８９ページをお願いいた

します。 

地域福祉基金繰入金については、令和５年度事業として取り崩す予定があ

りませんので廃目、役場庁舎建設基金繰入金につきましては、基金を廃止を

予定しておりますので、同じく廃目としております。予算書９０、９１ペー

ジをお願いいたします。 

１９款繰越金であります。予算額７，０００万円ということで、前年度と

同額として計上しております。予算書９２、９３ページをお願いします。 

２０款諸収入であります。予算額９，１９０万円で、前年度比２８５万
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２，０００円の増であります。 

１項延滞金、加算金及び過料、２項町預金利子は、名目額を計上しており

ます。 

３項貸付金元利収入におきましては、中小企業振興資金原資返還金を計上

しており、４項雑入につきましては、主に宝くじ関係配分金、農地中間管理

事業費委託料など、その他見込まれるものを計上しております。  

また、予算書９８、９９ページの５項でありますが、受託事業収入では、

高齢者保険事業と介護予防等の一体的実施に係る事業費分として後期高齢者

医療広域連合の受託事業収入を計上しております。予算書１００ページ、１

０１ページをお願いします。説明資料は８ページになります。 

２１款町債であります。予算額４億２，９３０万円、前年度比２，２００

万円の減であります。前年度と対比したものにつきましては、説明資料９

ページに記載しておりますので、ご覧いただければと思います。以上で歳入

の説明を終わります。 

続きまして、歳出についてご説明いたしますので、予算書１０６ページ、

１０７ページ、説明資料は１０ページをお願いします。 

１款議会費であります。予算額９，０６０万５，０００円で、前年度比

２，０２７万４，０００円の減であります。 

内容につきましては、議員及び職員に係る報酬、給料等の人件費のほか、

委員会の開催や視察調査等に対する費用弁償が主なものであります。  

なお、５年度は、町議会のライブ放映を実施するための委託費を計上して

おります。予算書１０８ページ、１０９ページをお願いいたします。 

２款総務費であります。予算額７億８，０６１万７，０００円で、前年度

比１億２，６７５万９，０００円の減であります。大きな減少となっており

ますが、旧別館改修費として別館屋根外壁及び空調設備改修工事が皆減と

なったことが主な要因であります。 

１項１目一般管理費につきましては、特別職及び職員の人件費のほか、通

信運搬費、コピー機等使用料等の一般的な事務経費や自治会活動の支援補助

などを計上しております。 

次に２目庁舎管理費は、庁舎の維持管理に要する経費、そして庁舎の改修

費などを計上しております。また、主な工事費につきましては、説明資料１
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０ページに掲載しておりますので、ご確認いただければと思います。 

次の３目文書広報費につきましては、広報かわたなの印刷製本などに要す

る経費を計上しております。なお、令和５年度はＳＮＳを活用し、本町の魅

力の発信強化を図るための予算として報償費を計上しております。予算書１

１０ページ、１１１ページをお願いいたします。 

４目財政管理費でありますが、こちらは財政管財係の事務的経費やふるさ

と納税に係る経費を計上しております。 

５目会計管理費では、コンビニ収納の取扱いに係る手数料などを計上して

おります。なお、令和５年度は、公金取扱銀行に対する窓口収納手数料を新

たに計上しております。 

６目財産管理費につきましては、町が所有する土地及び施設等の維持管

理、建物の保険料、小串郷駅の管理、町有林の管理に要する経費を計上して

おります。なお、令和５年度は、旭ヶ丘グラウンドにおけるネットの劣化に

対応するため、防球フェンス改修工事費などを計上しております。 

７目企画費につきましては、企画振興係の事務的経費のほか、県立川棚高

校の魅力向上を支援するための経費を計上しています。なお、令和５年度

は、長崎総合科学大学と川棚中学校・川棚高校の在学生が連携し、本町の課

題を解決するプロセスを通じて、次世代を担う人財を育成するためのプロ

ジェクトの実施に要する経費を計上しております。このほか、まちづくりを

推進する協議会を開催するための経費、地域公共交通計画を策定するための

委託料を計上しております。予算書１１２、１１３ページをお願いいたしま

す。 

次の８目情報システム管理費につきましては、電算業務の維持運営及び社

会保障・税番号制度システム管理費に係る経費を計上しております。説明資

料の１１ページをお願いいたします。 

令和５年度は、国が令和７年度までの目標として掲げている地方公共団体

の情報システムの標準化に向けて、新総合行政システム移行準備対応業務委

託に要する経費や、土木積算システムの更新に伴う庁内ネットワーク設定業

務委託費などを計上しております。 

９目地域づくり事業費につきましては、地方創生関係の事務に要する経

費、地域おこし協力隊の人件費や活動に要する経費、結婚新生活支援事業に
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要する経費を計上しております。 

次の１０目交通安全対策費につきましては、交通指導員の報償費のほか、

交通安全の取組に要する経費を計上しております。予算書１１４、１１５

ページをお願いします。 

次の１１目諸費につきましては、一般諸費のほか、西肥バス・川棚内海線

運行に係る補助、川棚駅前広場管理、活きいきタクシー助成事業に要する経

費を計上しております。 

次の１２目財政調整基金費から、次のページの１６目公共施設整備基金費

までにつきましては、各種基金費でありますが、各基金の利子収入と同額を

積立金として計上をしているものであります。 

１７目の地方創生費につきましては、婚活支援事業費として婚活イベント

に要する経費を計上しております。 

次の１８目移住・定住促進事業費では、移住相談会に要する経費や移住支

援に係る補助に要する経費などを計上しております。なお、令和５年度は、

移住を促進するための空き家の改修を支援するための経費を計上しておりま

す。なお、補助率につきましては、対象経費の２分の１、補助上限は５０万

円としており、予算として１００万円の補助費を計上しております。 

次の１９目企業誘致推進費では、企業誘致推進に要する経費を計上し、２

０目新型コロナウイルス感染症等対策基金費は、基金積立金を名目予算とし

て計上しております。 

次の２項徴税費につきましては、職員の人件費のほか、賦課徴収や滞納処

分に要する経費を計上しております。予算書の１１８、１１９ページをお願

いします。 

賦課徴収費においては、令和５年度は、固定資産税の適正な課税の基礎と

なる路線価に関して、経年変化に伴う見直しを図るため、土地評価業務に要

する経費を計上しております。 

３項戸籍住民基本台帳費につきましては、住民基本台帳情報及び戸籍情報

の処理管理に要する経費並びにマイナンバーカード発行に要する経費を計上

しております。令和５年度は、マイナンバーカードの普及促進のために、国

の個人番号カード関連事務補助金を活用し、新規申請者等を対象に商品券を

配布するための経費を計上しております。説明資料１２ページをお願いしま
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す。 

次の４項選挙費につきましては、選挙管理委員会の経費のほか、長崎県議

会一般選挙及び川棚町議会議員一般選挙に要する経費を計上しております。

予算書１２２、１２３ページをお願いします。 

５項統計調査費につきましては、各種統計調査に要する経費を計上してお

ります。 

６項監査委員費につきましては、監査委員の報酬のほか、監査業務に係る

経費を計上しております。予算書１２４、１２５ページをお願いします。 

３款民生費であります。予算額２４億７，９９６万６，０００円で、前年

度比１８９万１，０００円の減であります。  

１項１目社会福祉総務費でありますが、母子・父子・乳幼児等に対する福

祉医療の支給、民生委員・児童委員活動に要する経費、社会福祉協議会の運

営補助、地域支え合い事業など、福祉施策に要する経費を計上しておりま

す。なお、参考までに説明資料１２ページにおいて、主な特別会計への繰出

金等の状況を表でお示ししておりますので、ご確認ください。予算書１２

６、１２７ページをお願いします。 

２目障害者福祉費につきましては、各種医療給付費について、必要経費を

計上しております。なお、令和５年度は、第７期障がい福祉計画及び第３期

障がい児福祉計画の策定に要する経費を計上しております。 

次の３目老人福祉費では、町老連及び地区老人クラブへの補助、養護老人

ホーム入所者の措置費など、高齢者の福祉施策に要する経費を計上しており

ます。説明資料の１３ページをお願いいたします。 

４目老人福祉施設費につきましては、いきがいセンターの指定管理費を計

上しております。予算書１２８、１２９ページをお願いします。 

５目国民年金事務費につきましては、被保険者の資格取得・喪失や老齢・

障害基礎年金等の請求、保険料免除申請等の各種届出に関する事務など、年

金事務に要する経費を計上しております。 

２項１目児童福祉総務費につきましては、保育所運営事業費、学童保育な

どの放課後児童健全育成事業、休日・延長保育などの特別保育事業、子ど

も・子育て支援事業といった子育て支援に必要な経費を計上しております。

なお、令和５年度は、人生１００年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金
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を活用し、第２子以降の出産時に一時的に保育所を利用する子育て世帯を対

象として、試験的に当該期間の保育料の無償事業を実施し、その効果検証を

行ってまいります。 

このほか、保育所等の送迎バスに安全装置の設置を義務付ける法改正を受

け、保育所等が実施する安全装置改修費の補助に要する経費、そして放課後

児童クラブの雨どいの修繕費、令和６年度に策定を予定している第３期川棚

町子ども・子育て支援事業計画の調査業務に要する経費を計上しておりま

す。 

２目児童措置費につきましては、町内の保育園及び町外保育園並びに認定

こども園の給付費の年間所要額を見込み計上しております。予算書１３０、

１３１ページをお願いします。 

３項災害救助費は、災害見舞金の支給に備えた名目予算として計上してお

ります。予算書１３２、１３３ページをお願いします。 

４款衛生費であります。予算額６億２，８５５万８，０００円で前年度比

１，９１６万１，０００円の減であります。 

１項１目保健衛生総務費でありますが、職員人件費のほか、献血の推進、

母子愛育班活動や乳幼児健診など、母子保健の推進、救急医療対策に要する

経費を計上しております。なお、令和５年度は、全ての妊婦や子育て世帯が

安心して出産・子育てができるよう、母子手帳交付時に５万円、出産時に５

万円の応援金をそれぞれ給付するための費用を計上しております。 

次の２目予防費につきましては、定期予防接種、定期外予防接種及び狂犬

病予防事業に要する経費を計上しております。予算書１３４、１３５ページ

をお願いいたします。 

３目健康増進費につきましては、健康教育の推進、しおさいの湯の歩行浴

を活用した健康促進事業、各種がん検診など、検診事業の実施に要する経費

を計上しております。説明資料の１４ページをお願いします。 

令和５年度は、若年層健診の検査項目の充実等に要する経費、健康増進計

画の策定に関するアンケート調査費や協議会開催に要する経費を計上してお

ります。 

次の４目環境衛生費では、海岸清掃など環境衛生に係る費用、火葬場施設

分担金、資源回収の補助金などに要する経費を計上しております。令和５年
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度は、ガバメントクラウドファンディングを活用し、野良猫による地域被害

の抑制及び殺処分数の低減のため、捕獲・不妊去勢手術、相談対応等を委託

するための費用を計上しております。 

２項清掃費につきましては、ごみ処理及びし尿処理に係る東彼地区保健福

祉組合への分担金及び繰出金を計上しております。予算書１３６、１３７

ページをお願いします。 

次の３項公害対策費では、河川海域水質調査・臭気調査などに要する経

費、そして合併処理浄化槽設置整備補助金などを計上しております。予算書

１３８、１３９ページをお願いします。 

５款労働費であります。予算額１９３万２，０００円、前年度比２２万

５，０００円の減であります。勤労青少年ホームの維持管理に要する経費が

主であります。予算書１４０、１４１ページをお願いします。 

６款農林水産業費であります。予算額２億８，９９６万３，０００円で、

前年度比３，４５３万７，０００円の減であります。 

１項１目農業委員会費につきましては、農業委員会の運営、農業者年金に

係る事務並びに機構集積支援事業に要する経費を、そして次の２目の農業総

務費は、職員の人件費を計上しております。 

３目農業振興費につきましては、水稲、みかん、施設園芸等振興作物の生

産振興、営農組織・担い手確保、有害鳥獣対策、中山間地域等直接支払事

業、多面的機能支払交付金事業、特産物の販売宣伝促進事業、農地中間管理

事業等の事業費を計上しております。なお、令和５年度は自然災害による収

量の減少、市場価格の下落など、農業経営体の収入減少のリスクの低減を支

援するため、農業経営収入保険料の一部を補助する経費を計上しておりま

す。予算書１４２、１４３ページ、説明資料は１５ページをお願いします。 

４目畜産業費につきましては、肉用牛肥育経営安定対策事業、繁殖雌牛導

入支援事業、家畜防疫対策事業等の取組に要する経費を計上しております。

なお、令和５年度は肉用繁殖経営体のスマート農業を推進し、省力化や生産

性向上を進めるためのデジタル機器の運用経費を支援するための経費や、飼

料の優良品種導入を支援するための経費を計上しております。 

次の５目農地費につきましては、県営事業である基幹農道川棚西部地区の

地元負担金や農道等の維持補修に要する経費を計上しております。予算書１



- 16 - 

４４、１４５ページをお願いします。 

２項林業費につきましては、森林及び既存林道の適正な保全と維持管理、

森林組合の事業、林道維持補修並びに緑化推進に要する経費を計上しており

ます。予算書１４６、１４７ページをお願いします。 

３項水産業費につきましては、大村湾漁協川棚支所が取り組む各種事業へ

の補助のほか、漁港管理に要する経費を計上しております。予算書１４８、

１４９ページをお願いします。 

７款商工費であります。予算額１億４，４０１万７，０００円で、前年度

比５，４６４万３，０００円の減であります。 

１項１目商工総務費につきましては、職員の人件費、一般的な事務経費の

ほか、空き店舗活用補助などに要する経費、そして次の２目商工業振興費に

つきましては、商工業の振興を図るため、中小企業振興資金制度、創業支援

振興資金への預託金、町内事業者の経営改善指導や後継者育成支援等を行う

商工会への支援に要する経費を計上しております。 

３目観光費では、夏まつり等の観光振興事業に要する経費のほか、観光Ｐ

Ｒやスポーツ合宿補助に要する経費、しおさいの湯利用促進事業に要する経

費、観光事業特別会計への繰出金を計上しております。令和５年度は大崎半

島における地域住民、観光協会、町、近隣大学等、多様な関係者が連携し、

観光地域づくりを推進するための「川棚町観光地づくり実施計画」に基づ

き、県の「みんなで磨く！観光まちづくり補助金」を活用し、大崎スローラ

イフプロジェクトが実施する観光地づくり事業への支援に要する経費を計上

しております。 

次の４目観光施設整備基金費は、基金の利子と同額を積立金として計上し

ております。予算書１５０、１５１ページ、説明資料は１６ページをお願い

いたします。 

８款土木費であります。予算額９億７，０８２万２，０００円で、前年度

比１億３，４５５万６，０００円の増であります。大きな増加となっており

ますが、町道上組西部線歩道設置事業を措置している交通安全対策補助事業

や、町道野口線道路改良事業などを措置している地方創生道整備推進交付金

事業費の増額が主な要因となっております。 

１項１目土木総務費につきましては、職員人件費、一般的な事務経費を計
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上しております。 

２項道路橋梁費につきましては、町道の維持管理に要する経費及び安全施

設整備工事に要する経費を計上しております。道路維持費の主なものにつき

ましては、説明資料１６ページに記載しておりますので、ご確認ください。

予算書１５２、１５３ページをお願いします。 

３目道路新設改良費につきましては、道路新設改良事業費、交通安全対策

（通学路緊急対策）事業費及び地方創生道整備推進交付金事業費の主なもの

につきまして、説明資料１６ページに掲載しておりますので、ご確認くださ

い。 

次の４目橋梁維持費につきましては、橋梁の維持補修に要する経費と、道

路橋定期点検業務に要する経費を計上しております。説明資料１７ページを

お願いします。 

次の３項１目河川管理費につきましては、河川維持補修に係る経費を計上

しておりますが、令和５年度は川棚川逆流防止扉の設置工事と、普通河川後

田川の浚渫工事に要する経費を計上しております。 

２目ダム対策費につきましては、職員の人件費、ダム建設に関して長崎

県、佐世保市及び地元関係者との協議に要する経費を計上しております。予

算書１５４、１５５ページをお願いします。 

３目海岸保全費につきましては、海岸保全に備えた名目予算を計上してお

り、次の４目用悪水路費は、西白石地区水路整備工事など、用悪水路の維持

補修に要する経費を計上しております。 

次の５目急傾斜地崩壊対策事業費につきましては、新谷地区急傾斜地崩壊

対策工事のほか、町道若草１号線の防草コンクリート工事に要する経費を計

上しております。 

次の４項１目港湾管理費については、川棚港の港湾管理に要する経費、２

目港湾建設費は説明資料の１７ページに掲載しております県営事業に係る負

担金をそれぞれ計上しております。 

次の５項都市計画費につきましては、都市計画全般の経常的経費のほか、

都市計画施設の維持管理に要する経費、下水道事業会計への負担金・補助金

並びに出資金に係る必要額を計上しております。予算書１５６、１５７ペー

ジをお願いします。 
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６項住宅費につきましては、町営住宅の維持管理に要する経常的経費のほ

か、引き続き町営住宅新町団地屋根外壁長寿命化に係る改修工事を行います

ので、その改修工事に要する経費などを計上しております。予算書１５８、

１５９ページ、説明資料は１８ページをお願いいたします。 

９款消防費であります。予算額２億５，３４０万２，０００円で、前年度

比１，０４７万３，０００円の増であります。消防費は、広域常備消防の負

担金や非常備消防に要する経費などを計上しております。なお、令和５年度

は消防施設整備委託料について、実情の整備人員に見合った算出へ見直しを

行っております。なお、消防施設費としての主な整備事業につきましては、

説明資料１８ページに記載しておりますので、ご確認ください。予算書１６

２、１６３ページをお願いします。 

１０款教育費であります。予算額４億２，１７０万１，０００円で、前年

度比２，２９８万１，０００円の増であります。 

１項１目教育委員会費につきましては、教育委員に係る報酬、会議出席等

に要する費用弁償等の所要額、そして次の２目事務局費では、職員人件費の

ほか、外国語指導助手（ＡＬＴ）や心の教室相談員の配置、発達障害や不登

校等の児童に適切に指導するため、臨床心理士を活用した学校活性化事業な

どに要する経費を計上しております。なお、令和５年度は、進学等に当たり

様々な負担が生じる中学校３年生を養育する世帯の負担軽減を図るため、川

棚中学校３年生の給食費の無償化に要する経費を計上しております。このほ

か、不登校児童が文化やスポーツ体験を通じて社会のつながる良さを体感

し、将来的な社会的自立を促すため、県補助金を活用し「確かな一歩」不登

校支援事業の実施に要する経費や、小学校の社会科に使用する副読本の更新

に要する経費、町民憲章ポスター募集事業の実施に要する経費を計上してお

ります。 

次の３目公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業費は、ＧＩＧＡ

スクール整備事業により児童生徒に１人１台の学習用タブレットが整備され

ましたが、Ｗｉ－Ｆｉ環境がない準要保護児童・生徒世帯に貸与するＷｉ－

Ｆｉルーター通信料や、学校へＩＣＴ支援員派遣に要する費用を計上してお

ります。予算書１６４、１６５ページをお願いします。 

２項小学校費であります。１目学校管理費につきましては、学校の運営管
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理に要する経費のほか、用務員、校務支援員、サポートティーチャー及び特

別支援教育支援員の配置に要する経費を計上しております。各小学校の主な

工事は説明資料１９ページに掲載しております。 

２目教育振興費につきましては、日本スポーツ振興センターへの掛金、要

保護・準要保護児童に対する扶助費等に係る経費を計上しております。 

３項中学校費であります。１目学校管理費につきましては、中学校の管理

運営に要する経費のほか、用務員、校務支援員、特別支援教育支援員及び学

習支援員を配置するための経費を計上しております。予算書１６６、１６７

ページをお願いします。 

２目教育振興費につきましては、日本スポーツ振興センターへの掛金、課

外クラブ補助金、要保護・準要保護児童に対する扶助費等に係る経費、中学

１年生全員を対象としたイングリッシュキャンプ事業に係る経費などを計上

しております。 

４項１目社会教育総務費につきましては、地域文化の振興を図るため、総

合文化祭の開催や文化公演事業の実施に要する経費、ブックスタート事業、

ふれあい教室の開催、文化財保護に要する経費、青少年育成地区活動、二十

歳を祝う式典の開催に要する経費を計上しております。予算書１６８、１６

９ページをお願いします。 

２目公民館費につきましては、中央公民館の維持管理に要する経費を計上

しているほか、地区公民館の改修補助に要する経費を計上しております。な

お、令和５年度は、中央公民館エレベーターの更新工事に要する経費のほ

か、東白石公民館及び東小串公民館の改修に要する経費を計上しておりま

す。 

３目公会堂費につきましては、公会堂の維持管理に要する経費を計上して

おります。 

次の５項１目保健体育総務費つきましては、各種スポーツ大会の開催に要

する経費や、スポーツ推進委員に要する経費、次世代を担う人材の育成のた

めの事業費、ホッケー競技を推進する事業費などを計上しております。な

お、令和５年度は、令和６年度に本町及び佐世保市を会場として開催される

北部九州インターハイホッケー競技の市町実行委員会負担金を計上しており

ます。予算書１７０、１７１ページをお願いします。 
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２目教育キャンプ場費及び３目柔剣道場管理費につきましては、各施設の

維持管理に要する経費を計上しております。説明資料の２０ページをお願い

します。 

６項学校給食共同調理場費でありますが、学校給食センターの管理運営に

係る経費を計上しております。なお、学校給食センターの主な工事につきま

しては、説明資料２０ページに掲載しております。予算書１７２、１７３

ページをお願いします。 

１１款災害復旧費であります。予算額９，００７万３，０００円で、前年

度比８，６５７万９，０００円の増であります。 

１項１目農地農業施設災害復旧費につきましては、令和３年８月豪雨によ

る農地８か所、農業施設１３か所の復旧工事費を計上しております。 

２目林業施設災害復旧費は、名目予算として計上しております。 

２項１目公共土木施設災害復旧費は、令和３年８月豪雨及び令和４年９月

台風による公共土木施設５か所の復旧工事費について計上しております。予

算書１７４、１７５ページをお願いします。 

１２款公債費であります。予算額５億２，４２４万４，０００円で、前年

度比２，８０９万９，０００円の減であります。公債費につきましては、町

債の元金及び利子の償還金を積算して計上しております。予算書１７６、１

７７ページをお願いします。 

１３款諸支出金であります。予算額１０万円で名目を計上しております。

１７８、１７９ページをお願いします。 

１４款予備費であります。予備費につきましても、例年と同様の金額２，

０００万円を計上しているものであります。以上で歳出の説明を終わりま

す。 

予算書１８０ページから１８７ページには、給与費明細書を記載しており

ます。そして、債務負担行為に係る調書を１８８から１８９ページ、地方債

現在高等に関する調書を１９０ページに掲載しております。１９１ページに

は地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当額を一覧としてお付けして

おります。これらの表につきましては、説明を省略させていただきます。 

以上が、令和５年度一般会計予算の概要でございます。説明を終わりま

す。 
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（１０：５７） 

議 長 ここで、しばらく休憩をいたします。 

（１０：５７） 

（…休  憩…） 

（１１：１０） 

議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 次に、国民健康保険事業特別会計についての追加説明を求め

ます。健康推進課長。 

健康推進課長 はい。それでは、「令和５年度川棚町国民健康保険事業特別

会計予算」についてご説明をいたします。予算書は１９３ページからであり

ます。 

令和５年度の予算につきましては、厚生労働省等から示されました予算編

成方針等に基づいて試算・予算計上をしております。 

第１条の規定は、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８億６，０

００万円と定めるものであります。 

同条第２項におきましては、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」によるものとしております。 

第２条の規定は、一時借入金について、最高額を５，０００万円と定める

ものであります。 

第３条の規定は、歳出予算の流用について定めているものでございます。  

それでは、事項別明細書によりご説明をいたしますので、１９７ページを

お開きください。 

歳入ですが、前年度と比較しまして、歳入合計で７，０００万円減少とし

ております。要因としましては、歳出２款の保険給付費の減少に伴いまして

県支出金の減少見込みが主なものであります。国民健康保険税と県支出金で

全体の９２．３パーセントを占めておりますが、国民健康保険税につきまし

ては前年度程度と見込んでおります。 

次のページ、歳出でありますが、２款保険給付費の予算額は１４億２，８

０６万６，０００円で、全体の７６．８パーセントを占めております。被保

険者数が減少傾向にありまして、特に前期高齢者が減少に転じております。

このようなことから、前年度より６，０００万円程度の減額を見込んでおり
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ます。 

３款の国民健康保険事業費納付金は、県の広域化に伴う事業費納付金であ

ります。３億８，９８５万８，０００円が示されておる額であり、全体の２

１パーセントを占めております。 

予算書２４２ページには給与費明細書を記載しておりますが、説明につい

ては省略をさせていただきます。 

それでは、さらに詳細について歳入からご説明いたしますので、予算書の

２００ページをお開きください。なお、昨日お配りしました説明書に沿って

説明をいたします。ここからは着座にて説明をさせていただきます。 

歳入１款国民健康保険税２億６，８７３万３，０００円、前年度比８２万

５，０００円の減となっております。一般被保険者の現年度分、過年度分、

滞納繰越分に係る保険税を計上しております。現年度分の当初予算の年度別

比較表を付けておりますので、令和３年度から５年度の比較表ということ

で、後ほどご覧いただきたいと思います。 

２目退職被保険者等国民健康保険税、こちらにつきましては、退職被保険

者の滞納繰越分に係る保険税を計上しております。予算書の２０４ページか

ら２０５ページをお開きください。 

使用料及び手数料１３万１，０００円で前年度同額を計上しております。 

１目総務手数料、２目督促手数料は、実績額から見込み計上をしておりま

す。予算書２０６ページから２０７ページをお開きください。 

３款国庫支出金１，０００円。こちらは１目の災害等臨時特例補助金、こ

ちらのみ名目計上しております。 

２目の社会保障税番号制度システム整備事業費補助金については廃目とい

たしております。資料の２ページを開きください。予算書は２０８ページか

らになります。 

４款県支出金です。１４億４，８７９万円で前年度比６，０６９万９，０

００円の減少となっております。 

１目保険給付費等交付金、１節普通交付金は、歳出の２款保険給付費にお

ける出産育児諸費、葬祭諸費、傷病手当金を除く保険給付費支出見込額と同

額を計上しております。 

２節特別交付金は、国民健康保険者努力支援金、国の特別調整交付金、県
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の特別調整交付金、特定健康診査等の負担金を県の試算等に基づいて計上を

しております。 

２項財政安定化基金交付金１，０００円は、前年度同額を名目計上をして

おります。予算書の２１０ページから２１１ページをお開きください。 

５款財産収入３万１，０００円、前年度比１，０００円の減少です。 

１項財産運用収入３万１，０００円、１目利子及び配当金は、積立金の利

子について計上しております。歳出の６款基金積立金、１項１目積立金に対

応するものであります。予算書２１２ページ、２１３ページをお開きくださ

い。 

６款繰入金１億２，７０９万４，０００円、前年度比５８９万６，０００

円の減となっております。 

１目一般会計繰入金は、一般会計歳出３款民生費、１項１目社会福祉総務

費の国民健康保険基盤安定費及び国民健康保険事業費に対応しているもので

あります。繰入金に関する国・県の負担率等につきましては、下のほうに記

載をしておりますので、後ほどご参照ください。予算書２１４ページから２

１５ページをお開きください。 

７款繰越金１，４２１万３，０００円、前年度比２５２万５，０００円の

減。 

１項１目その他繰越金は、前年度繰越金として歳入歳出の見合いにより計

上をしております。予算書の２１６ページからになります。 

８款諸収入１００万７，０００円、前年度比５万３，０００円の減少。 

１項延滞金、加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、２目退職被保険

者等延滞金は、近年の実績により計上しております。 

３目一般被保険者加算金から４目過料については、前年度同額を名目計上

しております。退職被保険者等加算金は廃目しております。 

２項預金利子１，０００円は、前年度と同額を名目計上しております。 

３項雑入５万３，０００円、前年度比２，０００円の減少です。 

１目滞納処分費から４目雑入まで名目計上をしております。退職被保険者

等第三者納付金、退職被保険者等返納金は廃目しております。続きまして、

歳出の説明に移らせていただきます。予算書は２２０ページからになりま

す。 
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１款総務費８０５万６，０００円、前年度比１９５万５，０００円の減で

す。 

１項総務管理費、１目一般管理費は、納税通知書等の事務経費を計上して

おります。 

２目連合会負担金は、第三者行為求償事務共同処理手数料、国保連合会へ

の負担金等を計上しております。 

２項徴税費５８万９，０００円で前年度比２万３，０００円の減としてお

ります。 

１目の賦課徴収費は、国保税の賦課徴収に係る経費を計上しております。

口座振替手数料等が主なものであります。 

２目の収納特別対策事業費は、収納率向上対策研修会の旅費、収納対策に

係る経費を計上しております。 

３項運営協議会費、１５万４，０００円で前年度同額を計上しておりま

す。 

１目運営協議会費は、国民健康保険運営協議会に係る経費を計上しており

ます。予算書２２２ページになります。 

４項医療費適正化特別対策事業費１４７万２，０００円、前年度比１万

８，０００円の増です。 

１目医療費適正化特別対策事業費は、医療費通知、ジェネリック医薬品の

使用勧奨通知などに係る医療費の適正化を推進するための経費を計上してお

ります。予算書の２２４ページからをお開きください。 

２款保険給付費１４億２，８０６万６，０００円、前年度比５，９８６万

５，０００円の減少見込みとしております。過去の実績及び被保険者数の動

向等を踏まえ算定をしております。１項が療養諸費、２項高額療養費、３項

移送費、４項出産育児諸費、５項葬祭費、６項傷病手当ということで、それ

ぞれの項目に係る費用を計上しております。予算書２２８ページから２２９

ページをお開きください。 

３款国民健康保険事業費納付金です。３億８，９８５万８，０００円、前

年度比３８７万６，０００円の減としております。県に対する納付金であり

まして、県から示されておる納付額を計上しております。 

内訳としまして、１項医療給付費分が２億７，８８８万８，０００円、 
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２項後期高齢者支援金等分が８，６１６万１，０００円、３項介護納付金

分が２，４８０万９，０００円となっております。続きまして、予算書の２

３０ページをお開きください。 

４款財政安定化基金拠出金です。こちら前年度同額の１，０００円を名目

予算計上しております。続きまして予算書２３２ページからになります。 

５款保健事業費３，１０２万９，０００円、前年度比１８１万９，０００

円の増としております。 

１項保健事業費９８３万５，０００円、前年度比１６万４，０００円の増

ですが、１目疾病予防費は、脳ドックや各種がん検診の疾病予防や糖尿病性

腎症重症化予防事業に係る管理栄養士等の人件費を計上しております。 

２目のあんま、はり、きゅう施術費は、あんま、はり、きゅうの施術に対

する補助金を計上しております。 

２項特定健康診査等事業費２，１１９万４，０００円、前年度比１６５万

５，０００円の増となっております。 

１目特定健康診査等事業費は、特定健康診査に係る保健指導に伴う在宅保

健師の人件費、受診券の発送に係る通信運搬費、特定健診委託料のほか、第

３期データヘルス計画策定委託料を計上しております。予算書２３４ペー

ジ、２３５ページをお開きください。 

６款基金積立金３万１，０００円、前年度比１，０００円の減としており

ます。積立金は基金利子見込額を計上しております。説明資料の６ページを

お願いします。予算書は２３６ページからになります。 

７款公債費につきましては、今年度予算計上しておりませんで、利子につ

いては廃目としております。２３８ページから２３９ページをお開きくださ

い。 

８款諸支出金です。１１０万４，０００円、前年度比９万７，０００円の

増となっております。 

１項償還金及び還付加算金１１０万２，０００円、前年度比９万８，００

０円の増となっております。 

１目一般被保険者保険税還付金は、過年度の保険税の還付が生じた場合の

還付金を計上しております。 

２目保険給付費等交付金償還金は、県からの保険給付費等交付金の前年度
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精算返還金分を名目計上しております。 

３目償還金を名目計上しております。 

退職被保険者等保険税還付金は廃目しております。 

２繰出金２，０００円、前年度同額を計上をしております。予算書２４０

ページから２４１ページをお開きください。 

９款予備費１８５万５，０００円、前年度比６２１万８，０００円の減と

しております。予備費につきましては、歳入と歳出の見合いにより計上をし

ております。以上で説明を終わります。 

（１１：２６） 

議 長 次に、後期高齢者医療特別会計についての追加説明を求めま

す。健康推進課長。 

健康推進課長 はい。「令和５年度川棚町後期高齢者医療特別会計予算」に

ついてご説明をいたします。予算書の２４５ページからになります。 

第１条の規定は、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億１，７８

７万８，０００円と定めるものであります。 

同条第２項におきましては、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表  歳入歳出予算」によるものとしております。なお、令

和５年度後期高齢者医療特別会計につきましては、長崎県後期高齢者医療広

域連合の試算、資料を基に予算の編成をいたしております。  

それでは、事項別明細書を用いて説明いたしますので、予算書の２４９

ページをお開きください。 

歳入予算ですが、１款の後期高齢者医療保険料が全体の６８．９パーセン

トを占めております。また、繰入金は予算総額の２７．７パーセントを占め

ておりまして、２つの款で予算全体をほぼ占めることとなっております。前

年度と比較しまして、歳入合計で３４６万５，０００円増加しております。 

次のページの歳出ですが、２款の後期高齢者医療広域連合納付金は、納付

いただいた保険料に一般会計から繰り入れた町分担金並びに保険基盤安定負

担金を合わせた、２億９４６万８，０００円で、歳出合計の９６．２パーセ

ントを占めております。 

それでは、詳細について歳入から説明いたしますので、予算書２５２ペー

ジをお開きください。なお、昨日お配りしました資料に沿って説明をいたし
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ます。ここからは着座にて説明させていただきます。予算書２５２ページ、

２５３ページになります。 

１款後期高齢者医療保険料１億４，９９８万８，０００円、前年度比９６

万５，０００円の増となっております。広域連合の試算による保険料を計上

しております。過去３か年分の比較表を付けておりますので、後ほどご一読

いただきたいと思います。予算書２５４ページから２５５ページになりま

す。 

使用料及び手数料１万１，０００円、前年度同額の１万１，０００円を計

上しております。 

１項１目証明手数料並びに２目督促手数料は前年度同額を名目計上してお

ります。予算書の２５６ページから２５７ページをお開きください。 

３款の国庫支出金ですが、後期高齢者医療制度円滑化運営事業補助金は廃

目しております。２５８ページから２５９ページお開きください。 

４款の繰入金６，０３８万１，０００円、前年度比１２０万５，０００円

の増となっております。 

１項一般会計繰入金、１目事務費繰入金、２目保険基盤安定繰入金は、広

域連合の試算により計上をしております。予算書２６０ページから２６１

ページをお開きください。 

５款繰越金、前年度同額の１，０００円を名目計上しております。予算書

の２６２ページ、２６３ページをお開きください。 

６款諸収入です。７４８万３，０００円、前年度比１２８万２，０００円

の増としております。 

１項１目延滞金は、前年度同額を名目計上しております。 

２項１目保険料還付金、２目還付加算金は、広域連合の試算により計上し

ております。 

３項雑入７１７万９，０００円、前年度比１２８万円の増となっておりま

す。 

１目の滞納処分費は名目計上です。 

２目雑入は、広域連合が負担する健康診査事業費分を計上しております。 

続きまして歳出の説明をいたします。予算書は２６４ページから２６５

ページになります。 
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１款総務費８０９万円、前年度比１０１万５，０００円の増となっており

ます。 

１項総務管理費８０４万１，０００円で前年度比１０１万５，０００円の

増となっております。 

１目の一般管理費は、後期高齢者医療に係る事務費、健康診査事業の委託

料等を計上しております。 

２項徴収費４万９，０００円、前年度同額を計上しております。 

１目の徴収費は、後期高齢者保険料徴収に係る口座振替手数料、年金から

の特別徴収に係る徴収経由基幹業務システム分担金を計上しております。 

続きまして、予算書２６６ページから２６７ページ、２款後期高齢者医療

広域連合納付金２億９４６万８，０００円、前年度比２４３万６，０００円

の増額を計上しております。 

１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医療広域連合納付金

は、広域連合の試算により計上しております。内訳につきましては、後期高

齢者医療保険料１億４，９９８万８，０００円、事務費負担金が８０６万

１，０００円、保険基盤安定負担金が５，１４１万９，０００円となってお

ります。予算書２６８ページから２６９ページお願いします。 

３款諸支出金３０万４，０００円、前年度比３，０００円の増となってお

ります。 

１項償還金及び還付加算金３０万３，０００円、前年度比３，０００円の

増となっております。 

１目保険料還付金は、広域連合の試算による賦課見込額に０．２パーセン

ト乗じた額を計上しております。 

２項繰出金１，０００円、前年度同額を計上しております。前年度一般会

計繰入金の精算に伴う科目となります。名目計上としております。予算書２

７０ページから２７１ページをお願いします。 

４款予備費１万６，０００円、前年度１万１，０００円の増。 

１項予備費１万６，０００円につきましては、歳入歳出の見合いにより計

上をしております。 

巻末の３ページ目につきましては、後期高齢者医療制度に係る一般会計、

特別会計の予算の流れ図を示しておりますので、後ほどご参照いただければ
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と思います。以上で説明を終わります。 

議 長 課長、予算書の２６０ページの繰越金と説明資料の１ページ

繰越金の数字が違うのかな。１，０００円と１万５，０００円になってい

る。 

健康推進課長 失礼いたしました。歳入５款の繰越金でございますが、本年

度予算１万５，０００円となっております。資料を１，０００円と記載して

おりますが、１万５，０００円の誤りでありますので、資料１ページの下か

ら２項目目５款繰越金、これにつきましては資料の数字を１万５，０００円

に訂正をお願いいたします。で、前年度同額ではなく、前年度比１万４，０

００円の増額というふうになります。失礼いたしました。  

（１１：３５） 

議 長 それでは引き続き、次に介護保険事業特別会計についての追

加説明を求めます。長寿支援課長。 

長寿支援課長 それでは、議案第２０号「令和５年度川棚町介護保険事業特

別会計予算」についてご説明いたします。予算書は２７３ページからとなっ

ております。 

第１条の規定は、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４億６，０

００万円と定めるものです。 

同条第２項におきましては、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」によるものとしております。 

続きまして、事項別明細書でご説明いたしますので、予算書の２７７ペー

ジをお開きください。 

歳入ですが、前年度と比較して歳入合計で３，０００万円減少しておりま

す。構成としましては、保険料や保険給付費、地域支援事業費に係る国、支

払基金、県・町の負担金が主なものとなっております。 

次のページの歳出になりますが、２款保険給付費が１３億３，５００万円

で、４款地域支援事業等費が９，６９１万２，０００円となっており、この

２つの款で歳出の９８．１パーセントを占める割合となっております。 

予算書の３２４ページからは給与費明細書を、３２８ページには債務負担

行為に関する調書を記載しておりますが、説明については省略させていただ

きます。 
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それでは、詳細について歳入からご説明いたします。予算書の２８０ペー

ジをお開きください。なお、昨日お配りしました「令和５年度川棚町介護保

険事業特別会計予算説明書」に沿ってご説明いたします。ここからは、着座

にて説明させていただきます。 

歳入の１款保険料２億８，２３０万１，０００円、前年度と同額となって

おります。 

１項１目第１号被保険者保険料は、高齢者人口、近年の実績等を勘案して

保険料収入見込額を計上しております。予算書の２８２ページをお願いいた

します。 

２款使用料及び手数料３万円、前年度同額。 

１項１目督促手数料として前年度同額を計上しております。予算書の２８

４ページからになります。 

３款国庫支出金３億５，４２０万４，０００円、前年度比１万２，０００

円の増加。 

１項１目介護給付費負担金は、標準給付費を定められた割合で計上してお

ります。 

２項１目調整交付金は、標準給付費の６パーセントで計上をしておりま

す。 

２目地域支援事業交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業費の２０

パーセントのほか、記載のとおりそれぞれ定められた割合で計上しておりま

す。予算書の２８６ページになります。 

３目保険者機能強化推進交付金及び４目の介護保険者努力支援交付金は、

令和４年度の内示額を参考に計上をしております。資料の２ページ目をお願

いいたします。予算書は２８８ページからになります。 

４款支払基金交付金３億７，３７８万６，０００円、前年度比８万９，０

００円の増となっております。 

１項１目介護給付費交付金は、標準給付費に対して第２号被保険者保険料

に係る交付率２７パーセントで計上をしております。 

２目地域支援事業支援交付金は、介護予防事業・日常生活支援総合事業費

に係る交付率２７パーセントで計上しております。予算書の２９０ページを

お願いいたします。 
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５款県支出金２億３９４万９，０００円、前年度比３，４２０万６，００

０円の減となっております。 

１項１目介護給付費負担金は、標準給付費を定められた割合で計上してお

ります。 

２項１目地域支援事業交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業費の１

２．５パーセントのほか、記載のとおりそれぞれを定められた割合で計上し

ております。予算書の２９２ページになります。 

２目介護保険低所得者対策事業費補助金は、対象事業費の補助率４分の３

を計上しております。 

２目の下に記載をしております、地域医療介護総合確保基金事業補助金

は、令和４年度において認知症高齢者グループホームの増設に係る補助金を

計上しておりましたが、令和５年度におきましては計画がございませんの

で、廃目としております。このことが前年度と比較しますと減少の主な原因

となっております。予算書の２９４ページになります。 

６款財産収入４万５，０００円、前年度同額。 

１項１目利子及び配当金は、介護保険給付費基金利子として全額を積み立

てるものです。予算書の２９６ページをお願いいたします。 

７款寄附金１，０００円、前年度同額。 

１項１目寄附金は、一般寄附金として前年度同額を名目計上しておりま

す。予算書の２９８ページをお願いいたします。 

８款繰入金２億４，０９２万８，０００円、前年度比３９６万７，０００

円の増加。 

１項１目介護給付費繰入金は、標準給付費の１２．５パーセントを定めら

れた割合で計上しております。 

２目地域支援事業繰入金は、介護予防・日常生活支援総合事業費の１２．

５パーセントのほか、記載のとおりそれぞれを定められた割合で計上してお

ります。 

３目低所得者保険料軽減繰入金は、介護保険料の低所得者軽減制度に対す

る公費負担分を計上しております。 

４目その他一般会計繰入金は、介護保険事務費指定介護予防支援事業費等

に要する経費をそれぞれ計上しております。 
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２項１目介護給付費基金繰入金は、財源不足を補うため不足見込み相当額

を計上しております。予算書の３００ページをお願いいたします。 

９款繰越金３，０００円、前年度同額。 

１項１目繰越金は、繰越金として介護給付費分、地域支援事業費分、事務

費等分をそれぞれ名目計上しております。予算書の３０２ページをお願いい

たします。 

１０款諸収入４７５万３，０００円、前年度比１３万８，０００円の増

加。 

１項１目延滞金、加算金及び過料及び２目雑入は、それぞれ名目計上して

おります。 

２項１目介護予防サービス費収入は、要支援者に係るサービス計画費収入

を計上しております。 

続きまして、歳出に移ります。予算書の３０４ページをお願いいたしま

す。 

１款総務費２，４７３万２，０００円、前年度比２，８８０万円の減少。 

１項１目総務管理費は、介護保険業務に係る事務経費で、一般管理費と電

算システム費を計上しております。今年度は第９期介護保険事業計画の策定

年度となっているため、策定に係る委託料を計上しております。なお、減少

の主な要因は、認知症高齢者グループホームの増設に係る補助金がなくなっ

たことによるものであります。 

２目徴収費は、第１号被保険者の保険料の賦課徴収に係る経費を計上して

おります。資料の４ページをお願いいたします。 

３目認定事業費は、介護認定審査会、認定調査員に要する経費を計上して

おります。予算書の３０６ページから３１１ページになります。 

２款保険給付費１３億３，５００万円、前年度比１００万円の増。 

１項介護給付費の総額は、国・県等の負担金、交付金算出の標準給付費に

あたるもので、歳出予算の９１．５パーセントを占めております。近年の給

付費の伸び率及び実績等を勘案して計上しております。 

１目介護サービス等諸費は、要介護１から５の認定を受けた受給者が受け

るサービスに係る給付費を計上しております。主なサービスの給付費は、こ

こに記載をしております、１番居宅介護サービス給付費から１０番の特例居
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宅介護サービス計画給付費に分類されます。 

２目介護予防サービス等諸費は、要支援１・２の認定を受けた受給者が受

けるサービスに係る給付費を計上しております。主なサービス給付費は、こ

こに記載しております、１番介護予防サービス給付費から８番の特例介護予

防サービス計画給付費に分類されます。予算書の３０８ページになります。 

３目その他諸費は、介護給付費に係る審査手数料を、４目は高額介護サー

ビス等費を、５目は高額医療合算介護サービス等費を、６目は特定入所者介

護サービス等費を計上しております。予算書の３１２ページをお願いいたし

ます。 

３款財政安定化基金拠出金１，０００円、前年度同額。 

１項１目財政安定化基金拠出金は、前年度同額を名目計上しております。

予算書の３１４ページをお願いいたします。 

４款地域支援事業等費９，６９１万２，０００円、前年度比７万２，００

０円の増。 

１項１目介護予防・日常生活支援総合事業費は、制度改正により平成２８

年１０月から開始した介護予防・日常生活支援総合事業に係る経費を計上し

ております。 

２目包括的支援事業・任意事業費は、地域包括支援センターの運営に係る

事業費並びに任意事業として高齢者及び高齢者家族に対する各種支援事業に

係る経費を計上しております。減少の主な要因は、第９期介護保険事業計画

策定に伴う、高齢者生活実態調査を前年度に実施、その実態調査が終了した

ため、委託料を減額したことによるものです。予算書の３１６ページをお願

いいたします。 

２項１目保健福祉事業費は、社会福祉協議会に委託しております配食サー

ビス事業に係る委託料が主なものとなっております。 

３項１目指定介護予防支援事業費は、指定介護予防支援事業所としての活

動経費を計上しており、主な財源は、歳入１０款の諸収入、２項１目介護予

防サービス費収入であります。介護予防支援専門員の会計年度任用職員の人

件費、介護予防ケアプランの事業所への委託料等を計上しております。増加

の主な要因は、会計年度任用職員の増員に係る人件費となっております。予

算書３１８ページをお願いいたします。 
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５款基金積立金４万６，０００円、前年度同額。 

１項１目介護給付費基金積立金は、基金から生じた利子を全額積み立てる

こととして計上しております。予算書の３２０ページをお願いいたします。 

６款諸支出金６万６，０００円、前年度同額。 

１項１目第１号被保険者保険料還付金、２目償還金、３目第１号被保険者

還付加算金のいずれの目も前年度と同額を名目計上しております。 

２項１目一般会計繰出金は、負担金等前年度精算に伴う一般会計への返還

分を名目計上しております。予算書の３２２ページをお願いいたします。 

７款予備費３２４万３，０００円、前年度比２２７万２，０００円の減。 

１項１目予備費は、歳入と歳出の見合いにより計上しております。 

次に、資料の最後のページになりますけれども、「介護保険事業特別会計

予算総括表」をご覧ください。この表は令和５年度予算を総括的にまとめた

もので、上段に歳入を、下段に歳出を記載をしております。それぞれの歳出

がどのような歳入によって賄われているのかを示しております。右側の上段

については、国、支払基金、県、町への負担割合を示しております。後ほど

ご参照ください。以上で、令和５年度川棚町介護保険事業特別会計予算につ

いて説明を終わります。 

（１１：５５） 

議 長 ここで、しばらく休憩をいたします。 

（１１：５５） 

（…休  憩…） 

（１３：００） 

議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 次に、観光施設事業特別会計についての追加説明を求めま

す。産業振興課長。 

産業振興課長 議案第２１号「令和５年度川棚町観光施設事業特別会計予

算」についてご説明をいたします。予算書の３２９ページをお開きくださ

い。 

条文の第１条第１項で、歳入歳出の予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億

８，６９０万１，０００円と定め、第２項で歳入歳出予算の款項の区分及び

当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によるとしております。 
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また、第２条では、地方債に関するもので、地方自治法第２３０条第１項

の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方

法、利率及び償還の方法は「第２表 地方債」によると定めているものであ

ります。 

それでは、事項別明細書によりご説明をいたしますので、３３３ページを

お開きください。 

歳入歳出予算事項別明細書でありますが、歳入では対前年度と比較して、

歳入合計で１億８，８９０万１，０００円増加しており、歳入予算全体の６

０．８パーセントを３款町債が占めております。次のページをお開きくださ

い。 

歳出では、歳出予算全体の９３．６パーセントを１款観光施設事業費が、

６．１パーセントを２款公債費が占めております。 

それでは、歳入から説明をいたしますので、次のページをお開きくださ

い。なお、本日配付しました資料に沿って説明をいたします。ここからは着

座にて説明をさせていただきます。３３６ページ、３３７ページ、歳入につ

いてであります。 

１款繰入金、１項繰入金５，２３７万６，０００円、前年度比１，５０９

万９，０００円の減となっております。 

１目一般会計繰入金は、一般会計からの繰入金を計上をしております。

次、３３８、３３９ページでございます。 

２款諸収入６，０１２万５，０００円、前年度比２，９６０万円の増加と

なっております。 

１項貸付金収入２，０００万円、前年度と同額であります。 

１目指定管理者貸付金収入は、川棚町大崎保養・宿泊施設運転資金貸付元

金として２，０００万円を計上しておるところであります。 

２項雑入４，０１２万５，０００円、前年度比２，９６０万円の増であり

ます。 

１目雑入は、観光事業収入として１，０１２万５，０００円を見込み計上

及び観光施設事業の改良費において実施する交流広場の人工芝改修工事に係

るスポーツ振興くじ助成金３，０００万円を計上しているところでありま

す。３４０、３４１ページになります。 
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３款町債、１項観光施設事業費１億７，４４０万円、前年度比１億７，４

４０万円の増となっております。 

１目観光施設事業債は、このあと説明します歳出の観光施設事業費の改良

費におきまして、交流広場の人工芝改修工事を予定しており、改修工事に要

する全体費用から２款２項雑入、スポーツ振興くじ助成金を差し引いた額を

計上しているところであります。予算書の３３２ページをお開きください。 

「第２表 地方債」でありますが、観光施設整備事業の限度額１億７，４

４０万円と定めたものであります。なお、起債の方法、利率、償還の方法等

につきましては、読み上げを省略させていただきます。続きまして、歳出に

ついてであります。３４２ページ、３４３ページをお開きください。 

１款観光施設事業費、１項観光施設事業費２億６，８４７万２，０００

円、前年度比１億８，８７８万６，０００円の増となっております。 

１目管理費は、大崎公園、くじゃく荘、大崎温泉の管理運営に係る一般的

な経費として５，７９２万５，０００円を計上しております。主なものは、

大崎公園につきましては、１２節委託料において大崎自然公園指定管理料、

大崎温泉につきましては、使用料及び賃借料においてしおさいの湯のフロン

トシステム及びカラー複合機更新によるリース料、くじゃく荘につきまして

は、委託料において建設設備に係る防火施設定期報告書作成業務に要する経

費を計上しておるところであります。また、２０節貸付金につきましては、

一般社団法人川棚町観光協会の運転資金として貸付けに要する費用を計上し

ております。 

２目改良費は、大崎公園、くじゃく荘、大崎温泉の改修・整備に要する経

費として２億１，０５４万７，０００円を計上しております。１０節需用

費、１２節委託料、１４節工事請負費及び１５節原材料につきましては、下

表に記載しておりますので、後ほどお目通しをお願いしたいと思います。続

きまして、３４４ページ、３４５ページをお開きください。 

２款公債費、１項公債費１，７４３万７，０００円、前年度比２万６，０

００円の減であります。 

１目元金は、大崎温泉における元金の償還分として１，７３９万円を計上

しております。 

２目利子は、大崎温泉における借入れに対する利子分として４万６，００
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０円を計上しております。 

３目公債諸費につきましては、役務費を名目で計上しているところであり

ます。続きまして、３４６、３４７ページをお開きください。 

３款予備費、１項予備費９９万２，０００円、前年度比１４万１，０００

円の増となっております。 

１目予備費は、９９万２，０００円を見込み計上をしているところであり

ます。続きまして、３４８ページをお開きください。 

このページにつきましては、川棚町大崎自然公園指定管理委託業務の債務

負担行為に係る支出予定額等に関する調書でありますが、説明は省略をさせ

ていただきます。３４９ページをお開きください。 

このページは、起債の現在高見込みに関する調書となっております。しお

さいの湯の起債償還であり、令和６年度が最終年度となっているところであ

ります。以上で、令和５年度川棚町観光施設事業特別会計予算について説明

を終わります。 

（１３：１１） 

議 長 次に、下水道事業会計についての追加説明を求めます。水道

課長。 

水 道 課 長 はい。それでは、議案第２２号「令和５年度川棚町下水道事

業会計予算」についてご説明いたします。予算書につきましては、水色の冊

子の１つ前、表題の「令和５年度川棚町下水道事業会計予算書」でございま

す。それでは、１ページ目をお開きください。 

第１条には、下水道事業会計の予算は次に定めるところによるとしており

ます。 

第２条は、業務の予定量を規定しており、排水戸数、年間総排水量、一日

平均排水量、主な建設改良事業を定めております。 

第３条は、収益的収入及び支出の予定額を規定しており、収入総額を４億

３，９５９万４，０００円、支出総額を４億３，９５９万４，０００円と定

めているところでございます。 

第４条は、資本的収入及び支出の予定額を規定しており、収入総額を３億

４，４０５万９，０００円、支出総額を４億９，５７９万円と定め、資本的

収入額が資本的支出額に対して不足する額１億５，１７３万１，０００円
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は、過年度分損益勘定留保資金９，３８４万８，０００円、当年度分消費税

資本的収支調整額１，７１１万７，０００円、当年度分損益勘定留保資金

４，０７６万６，０００円で補填する予定としております。２ページをお開

きください。 

第５条は、債務負担行為に関する規定であり、川棚浄化センター電気設備

更新及び耐震補強工事において、令和６年度までの期間で限度額を２億２，

４００万円と定めております。 

第６条は、企業債に関する規定であり、借入の限度額を７，３５０万円と

定めております。 

第７条は、一時借入金に関する規定であり、借入れの限度額を２億円と定

めております。 

第８条は、各項間の流用について定めており、営業費用と営業外費用間の

流用ができることとしております。 

第９条は、予算の流用に係る議会の議決事項に関する規定であり、職員給

与費３，５７０万５，０００円と定めております。 

第１０条は、他会計からの補助金に関する規定であり、一般会計から補助

を受ける金額は４，２０９万３，０００円と定めております。 

それでは、主な内容につきましては、実施計画明細書にて説明いたしま

す。ここからは着座にて説明させていただきます。それでは６ページをお開

きください。収益的収入及び支出について、収入から説明いたします。 

１款下水道事業収益は、４億３，９５９万４，０００円、前年度比７７２

万７，０００円の減となっております。 

１項１目下水道使用料は、令和４年度の実績から若干の減額を見込み、１

億３，４０９万５，０００円を見込み計上いたしております。 

２目他会計負担金は、基準内の繰入金であり、雨水減価償却費分、雨水に

係る施設の維持管理費分及び児童手当に要する経費を計上しております。 

３目その他の営業収益は、督促手数料及び排水設備に係る手数料等を見込

み計上いたしております。 

２項１目受取利息及び配当金は、普通預金の預金利息であり、名目計上い

たしております。 

２目他会計補助金は、基準外の繰入金であり、汚水減価償却費補助金を計



- 39 - 

上いたしております。 

３目他会計負担金は、基準内の繰入金であり、分流式下水道等の減価償却

費及び各種借入金の利子分を計上いたしております。 

４目長期前受金戻入は、補助金等の財源によって取得した資産の減価償却

費相当額を収益化するという会計制度に基づき計上するものであり、見込み

計上しております。 

５目消費税及び地方消費税還付金は、仮受消費税額と仮払消費税額の状況

により生じることとなりますが、令和５年度につきましては、消費税の還付

は発生しない見込みであります。 

６目雑収益は、延滞金などを見込み、前年同額を計上しております。続き

まして、７ページの支出でございます。 

１款下水道事業費用は、４億３，９５９万４，０００円、前年度比７７２

万７，０００円の減となっております。 

１項１目管渠費は、マンホール、マンホールポンプ、管渠等の維持管理に

要する経費を計上しております。主なものは、マンホール等の修繕費、マン

ホールポンプ維持管理等の委託料、管渠補修等の工事請負費、電気料等の動

力費など経費を見込み計上しております。 

２目ポンプ場費は、下組ポンプ場の維持管理費に要する経費を見込み計上

いたしております。 

３目処理場費は、川棚浄化センターの維持管理費に要する費用であり、主

なものは、電気・機械器具等整備の修繕費、８ページにいきまして、浄化セ

ンターの維持管理業務や水質検査業務の委託料、電気料金等の動力費、薬品

等の材料費などを見込み計上いたしております。 

４目総係費は、下水道事業全般の経常的な経費を計上しております。主な

ものは、職員２名分の人件費、旅費、口座振替等の手数料、会計システム等

保守料の委託料などとなっております。９ページでございます。 

５目減価償却費は、建物や管路など有形固定資産と無形固定資産の減価償

却費を計上しております。 

６目資産減耗費は、固定資産除却費を名目計上しております。 

２項１目支払利息は、企業債に係る利息を計上しております。 

３目雑支出は名目計上しております。 
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４項１目予備費は、前年度と同額を名目計上しております。続きまして１

０ページをお開きください。 

資本的収入及び支出についてご説明いたします。まず収入からでございま

す。 

１款資本的収入は、３億４，４０５万９，０００円、前年度比１億１，６

７７万３，０００円の増となっております。 

１項１目建設改良企業債は、公共下水道事業債として７，３５０万円の借

入れを予定し計上しております。 

２項１目国庫補助金は、下水道工事請負費、計画策定等に伴う交付金を予

定計上しております。 

３項１目他会計負担金は、基準内繰入である児童手当に要する経費を計上

しております。 

２目受益者負担金及び分担金は、受益者負担金として見込み計上しており

ます。 

４項１目他会計出資金は、基準内繰入である雨水処理負担金及び各種の借

入金の元金を計上しております。また、基準外繰入として、建設改良費不足

分及び企業債元金不足分を計上しております。続きまして、１１ページでご

ざいます。支出でございます。 

１款資本的支出は、４億９，５７９万円、前年度比１億１，６６９万３，

０００円の増となっております。 

１項１目下水道建設改良費は、建設改良に係る経常的な経費及び委託料、

工事請負費等で、主なものは職員３名の人件費、雨水関係の事業計画変更業

務等に係る委託料及び管渠整備に係る工事請負費などを計上しております。 

２項１目企業債償還金は、企業債の償還元金を計上しております。  

３項１目予備費は、前年度と同額を名目計上しております。続きまして、

１６ページ、１７ページをお願いいたします。 

令和５年度の予定損益計算書でございますが、１営業収益と３営業外収益

から２営業費用と４営業外費用を差し引いた経常損失は、２２１万２，００

０円となる見込みです。特別利益及び特別損失はございませんので、経常損

失がそのまま当年度純損失となり、令和４年度予算ベースでの前年度繰越欠

損金３，２１９万３，２０９円を加えた当年度未処理欠損金は３，４４０万
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５，２０９円となる見込みです。昨年度に引き続き、未処理欠損金を計上す

ることとなりますが、今後も積極的な未接続の家屋に対する接続のお願いな

どを行い、下水道水洗化率の向上と使用料の増収、徴収率の向上に努めると

ともに、事務・事業の効率化となお一層の経費節減に努めてまいります。  

なお、４ページ、５ページには実施計画書、１２ページ、１３ページには

キャッシュフロー計算書、１４ページ、１５ページには給与費明細書、１８

ページ、１９ページには予定貸借対照表、２０ページから２３ページには前

年度の予定損益計算書と予定貸借対照表、２４ページには下水道事業会計予

算に関する注記を記載しておりますが、説明は省略させていただきます。以

上で説明を終わります。ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願

いいたします。 

（１３：２５） 

議 長 次に、水道事業会計についての追加説明を求めます。水道課

長。 

水 道 課 長 はい。それでは、議案第２３号「令和５年度川棚町水道事業

会計予算」についてご説明いたします。 

予算書につきましては水色の冊子で、表題の「令和５年度川棚町水道事業

会計予算書」でございます。それでは１ページをお開きください。 

第１条には、水道事業会計の予算は、次に定めるところによるとしており

ます。 

第２条は、業務の予定量を規定しており、給水戸数、年間給水量、一日平

均給水量、主要な建設改良事業を定めております。 

第３条は、収益的収入及び支出の予定額を規定しており、収入総額を３億

５，９１６万６，０００円、支出総額を３億７，７５４万５，０００円と定

めているところでございます。 

第４条は、資本的収入及び支出の予定額を規定しており、収入総額を２０

０万円、支出総額を１億８５５万円と定め、資本的収入額が資本的支出額に

対して不足する額１億６５５万円は、過年度分損益勘定留保資金７，２５０

万９，０００円、当年度分消費税資本的収支調整額３１３万６，０００円、

当年度分損益勘定留保資金３，０９０万５，０００円で補填する予定として

おります。２ページをお開きください。 
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第５条は、一時借入金に関する規定であり、借入の限度額を３，０００万

円と定めております。 

第６条は、流用の議決事項に関する規定であり、職員給与費は４，６８２

万４，０００円及び交際費は５万円と定めております。 

第７条は、たな卸資産の購入限度額に関する規定であり、購入限度額を５

００万円と定めているところであります。 

それでは、主な内容につきましては、実施計画明細書にて説明をいたしま

す。ここからは着座にて説明をさせていただきます。それでは、予算書の６

ページをお開きください。収益的収入及び支出について、収入からご説明い

たします。 

１款水道事業収益は、３億５，９１６万６，０００円、前年度比１，０９

２万３，０００円の増となっております。 

１項１目給水収益は、使用水量において令和４年度の決算見込みにて全般

的に減少しますが、水道料金につきましては、平成２１年度から減額してい

た企業の経営が持ち直したことから、令和４年度を持って減免を廃止する予

定としており、前年度より１，３９９万１，０００円増額した３億２，９０

１万１，０００円を見込み計上いたしております。 

２目受託工事収益は、前年度の実績にて見込み計上をいたしております。 

３目加入金は、前年度と同額を計上いたしております。 

４目その他営業収益は、前年度の実績及び道路改良工事等に伴う水道管移

設工事の負担金を見込み計上しております。 

２項１目受取利息は、前年度と同額を計上いたしております。 

２目雑収益は、前年度の実績を基に減額計上いたしております。 

３目他会計負担金は、職員の児童手当について一般会計より繰入れを見込

み計上いたしております。 

４目消費税及び地方消費税還付金は、令和５年度当初予算計上分を執行し

た場合の仮受消費税額に対して、仮払消費税の支払額が少なくなる見込みで

あることから、消費税の還付金は発生しないと見込んでおります。 

５目長期前受金戻入は、平成２６年度から計上することとなったもので、

財源別に、工事負担金、受贈財産評価額、国庫補助金として繰延収益に計上

しておりますが、減価償却費相当額を営業外収益の長期前受戻入れとして順
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次収益化していくこととなっていることから見込み計上しております。７

ページの支出でございます。 

１款水道事業費は３億７，７５４万５，０００円、前年度比２，２１６万

９，０００円の増となっております。 

１項１目原水費は、原水を取水するために必要な経費を計上しておりま

す。主なものは、取水ポンプ等の修繕費、取水施設改修工事などの経費を見

込み計上しております。 

２目浄水費は、原水を浄化するために必要な経費を計上しております。主

なものは、浄水場運転管理業務や電気計装、機械設備点検業務などの委託

料、水質検査などの手数料、機械設備などの修繕費、滅菌剤や凝集剤の薬品

費などの経費を見込み計上しております。８ページをお開きください。 

３目配水及び給水費は、配水業務や給水業務に必要な経費を計上しており

ます。主なものは、テレメータや光回線通信などの通信運搬費、量水器取替

業務や配水地等除草作業の委託料、ポンプなどの修繕費、電気料の動力費、

工事請負費として、町道小串北部線配水枝管布設替工事や、町道上組野口線

配水枝管布設替工事、町道小串新谷１号線舗装復旧工事などを見込み計上し

ております。 

４目受託工事費は、給水契約者などからの依頼で直営で行う工事に必要な

経費を見込み計上しております。９ページをご覧ください。 

５目総係費は、水道事業全般の経常経費などの経費を計上しております。

主なものは、職員６名分の人件費、検針業務や健康診断に係る委託料、会計

システム等保守料や口座振替等の手数料、事務所等の賃借料、１０ページに

いきまして、自動車、建物等の保険料などを見込み計上しております。 

６目減価償却費は、建物などの有形固定資産の減価償却費の経費を見込み

計上しております。 

７目資産減耗費は、配水管布設替に係る除却費及びたな卸資産減耗費を見

込み計上しております。 

２項１目支払利息及び企業債取扱諸費は、１４件の企業債利息について見

込み計上しております。 

２目消費税は、借受消費税と仮払消費税との関係から、本年度は納付消費

税を見込み計上しております。 
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雑支出は名目計上しております。１１ページをご覧ください。資本的収入

及び支出について。収入からでございます。 

１款資本的収入は、前年同額の２００万円を計上しております。 

１項１目の建設改良企業債は、今年度の企業債の借入は予定しておりませ

ん。 

２項１目の工事負担金は、道路工事等に伴う水道管移設工事に係る他会計

からの負担金として２００万円を計上しております。次に支出についてでご

ざいます。 

１款資本的支出は、１億８５５万円、前年度比４８１万円の減となってお

ります。 

１項１目固定資産購入費は、新設量水器の購入費として見込み計上してお

ります。 

２目施設改良費は、上組系配水管布設替工事や、町道馬場線配水管布設替

工事などの経費として計上しており、前年度より５７３万円の減となってお

ります。 

２項１目企業債償還金は、１４件の企業債の元金償還を見込み計上してお

ります。次に２０ページ、２１ページをお願いします。 

令和５年度の予定損益計算書でございますが、１営業収益と３営業外収益

から２営業費用と４営業外費用を差し引いた経常損失は、２，３４７万４，

０００円となる見込みであります。特別利益、特別損失はございませんの

で、経常損失がそのまま当年度純損失となり、令和４年度予算ベースでの前

年度繰越利益剰余金４，２１９万４，２９６円を加えた当年度未処分利益剰

余金は１，８７２万２９６円となる見込みです。単年度収支では損失が生じ

る見込みとなっておりますが、累計では剰余金を確保できる見込みとなって

おります。 

なお、４ページ、５ページには実施計画書、１２ページ、１３ページには

キャッシュフロー計算書、１４ページから１９ページには給与費明細書、２

２ページ、２３ページには予定貸借対照表、２４ページから２７ページには

前年度の予定損益計算書と予定貸借対照表、２８ページには水道事業会計予

算に関する注記を記載しておりますが、説明は省略させていただきます。以

上で説明を終わります。ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願
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いいたします。 

（１３：３９） 

議 長 はい。以上の説明をもちまして、本日の日程は全部終了をい

たしました。 

本日はこれにて散会といたします。ご起立願います。お疲れ様でした。 

（１３：３９） 
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